






職場における新たな化学物質規制が導入されます

※１････国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次対象に追加
※２････厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）が対象
※３････皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質が対象

施行期日：令和４年５月３１日、一部については令和５年４月１日又は令和６年４月１日
改正内容等について、詳しくは厚生労働省のＨＰをご確認ください。





四日市労働基準監督署業務課からのお知らせ

小澤幸英転出給付調査官 武石健吾転入

◎人事異動
　9月1日付

◎FAX業務の原則廃止について
　従来、労働基準監督署におきましては、事業主の皆様との連絡の手段としてFAXを使用
してきました。FAXの使用については、デジタル化や効率性の点から問題があり、速やかに
廃止する予定です。代替の連絡方法としてはメールを活用する方向ですので、今後メール
アドレスの取得にご協力をいただく場合がありますのでよろしくお願いします。

◎11月
　前号には紙面の関係で掲載できませんでしたが、11月は「過労死等防止啓発月間」と「労
働保険未手続事業一掃強化期間」でした。
　「過労死等防止啓発月間」中には、過重労働解消キャンペーンの実施や過労死等防止対
策シンポジウムの開催、過重労働解消相談ダイヤルの設置がされました。STOP！過労死の
多彩な取組みを通じて、新しい時代の新しい働き方を考えていただくきっかけになったと思
います。
　「労働保険未手続事業一掃強化期間」では、働くを守る。暮らしを守る。労働保険をキャッ
チフレーズに労働者を1人でも雇っている事業場は、労働保険の加入義務があることを周
知・啓発しました。






